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０
万
円
以
上
の
人

"

青
色
申
告
を
す
る
人

各
会
場
の
受
け
付
け
で
番
号
札
を
お

渡
し
し
ま
す
の
で
、
順
番
が
来
る
ま
で

お
待
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
書
の
自
書
作
成
コ
ー
ナ

ー
を
設
け
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

受
付
時
間
は
午
前
９
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
５
時
で
す
が
、
混
雑
状
況
に

よ
っ
て
は
、
午
前
中
の
受
け
付
け
は
正

午
前
に
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市
で
は
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
の
融

資
を
受
け
、
高
校
・
大
学
な
ど
に
入
学

ま
た
は
在
学
し
て
い
る
人
や
、
そ
の
親

族
に
在
学
期
間
中（
最
長
７
年
間
）の

利
子
の
半
額
を
補
給
し
ま
す
。

●
利
子
補
給
条
件
＝
金
融
機
関
か
ら

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
の
融
資
を
受

け
、
次
の
２
つ
の
条
件
に
該
当
す

る
人

①
市
内
に
１
年
以
上
住
ん
で
い
る
人

②
市
税
を
完
納
し
て
い
る
人

●
利
子
補
給
の
期
間
＝
交
付
決
定
さ
れ

た
月
か
ら
在
学
期
間（
留
年
し
た
年

数
は
除
く
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の
＝
返
済
予
定

表
、
住
民
票（
世
帯
全
員
が
記
入
さ

れ
て
い
る
も
の
）の
写
し
、
市
税
納

税
証
明
書
、
印
鑑
、
在
学
ま
た
は

入
学
を
証
明
で
き
る
も
の

市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確

定
申
告
の
受
け
付
け
が
、
２
月
17
日

（
月
）か
ら
３
月
17
日（
月
）ま
で（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）
行
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、
各
地
区
で
の
受
け
付
け
は
下
表
の

日
程
で
行
い
ま
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
２
月
３
日

か
ら
市
役
所
２
階
の
税
務
課
で
受
け
付

け
を
始
め
て
い
ま
す
が
、
17
日（
月
）

か
ら
は
市
役
所
６
階
の
中
会

議
室
に
受
付
会
場
が
変
更
に

な
り
ま
す
。
農
業
所
得
の
あ

る
人
は
、
２
月
17
日（
月
）か

ら
受
け
付
け
し
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付
け

は
、
成
田
税
務
署
ま
た
は
市
役
所
６
階

の
中
会
議
室
で
行
い
ま
す
。

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
の
所
得

税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
成
田
税

務
署
で
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

"

分
離
課
税
と
な
る
譲
渡
所
得
の
あ

る
人

"

事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
が
５
０

◆固定資産税・都市計画税（4期分）
○ 納期…2月16日（日）～28日（金）
※くわしくは資産税課（120-1514）へ。

◆国民健康保険税（8期分）
◆介護保険料（8期分）
○ 納期…2月16日（日）～28日（金）
※くわしくは保険年金課（120-1526）へ。

今 月 納 税の

受
け
付
け
は
17
日
か
ら
来
月
17
日
ま
で

市
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告

※
く
わ
し
く
は
税
務
課
（
1
20-

１
５
１

３
）
ま
た
は
成
田
税
務
署
（
1
28-

５
１
５
１
）へ
。

※
申
請
方
法
な
ど
く
わ
し
く
は
教
育
総

務
課
（
1
20-

１
５
８
０
）へ
。

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
を

受
け
て
い
る
人
に

教
育
資
金
に
利
子
補
給

市
・
県
民
税
の
申
告
は

17
日
か
ら
受
付
会
場
が
変
わ
り
ま
す

所
得
税
の
確
定
申
告

受
け
付
け
方
法

早めに準備をして正しい申告を

市・県民税の申告、所得税の確定申告会場

受付期日 会場 時間

2月17日（月）

〜

3月17日（月）

（土・日曜日

を除く）

2月25日（火）

2月26日（水）

2月27日（木）

3月 4日（火）

3月 5日（水）

3月 6日（木）

3月 7日（金）

市・県民税の申

告は市役所6階

中会議室

所得税の確定申

告は市役所6階

中会議室または

成田税務署

中郷公民館

八生公民館

中央公民館

公津公民館

豊住公民館

久住公民館

遠山公民館

午前9時～正午

午後1時～5時

午前9時～正午

午後1時～5時

午前9時～正午

午後1時～4時



相 談 日
◆市民相談所（120-1507）
市民（行政）相談　月～金曜日　8時30分～5時
市民生活相談（家事・民事）
月・木曜日　9時～4時
法律相談（予約制）水曜日　1時～4時
（裁判所で係争中の事件は除く）
人権・行政合同相談 20日（木）10時～3時
不動産相談 18日（火）10時～正午
税務相談 18日（火）10時～3時
外国人相談 27日（木）1時～4時
（英語･中国語･スペイン語･ポルトガル語）
もめごと・しんぱいごと・なやみごと相談

25日（火）9時～4時
市民よろず相談　15日（土）1時～4時
（市民よろず相談のみ会場はイオン成田
ショッピングセンター2階特設会場）

◆商工観光課（電話は各相談室へ）
女性就業相談　水・金曜日　10時～4時
（122-1111･内線2724市役所2階相談室）
来所前に必ず電話を入れてください
高齢者職業相談　月～金曜日　9時～4時
（122-1111・内線2725市役所2階相談室）
住宅相談　3月13日（木）10時～正午
（住宅の電気に関する相談も含む）
（122-2101・成田商工会議所）

◆パートサテライト（商工会館1階）
（122-8281）
パートタイマー職業相談　月～金曜日　9時～4時

◆消費生活センター（123-1161）
消費生活相談　月～金曜日　10時～4時

◆保険年金課（120-1526）
年金相談　水曜日　10時～3時

◆市民生活課（120-1527）
交通事故相談　3月4日（火）10時～3時

◆社会福祉協議会（保健福祉館・127-7755）
心配ごと相談　木曜日　10時～3時
酒害相談　20日（木）9時～正午

◆高齢者福祉課（120-1537）
介護相談　3月13日（木）2時～4時
場所　住宅介護支援センター玲光苑
（124-2251）

◆児童家庭課（120-1538）
家庭児童相談　月～金曜日　9時～4時

◆厚生課（120-1536）
戦没者遺族相談　24日（月）10時～3時

◆開発協会（市体育館・126-7251）
健康体力相談　火曜日　9時～正午

◆教育指導課（120-1582）
就学相談（予約制）月・火・木曜日　9時～5時

◆教育センター
（市立図書館2階・120-6336）
教育相談（予約制）火曜日　9時～4時

◆教育相談室（128-3234）
（ニュータウンセンタービル6階）
教育相談　月～金曜日　10時～5時
（不登校相談も）

5

ジ
「
市
長
へ
の
メ
ー
ル
Ｑ
＆
Ａ
」
で
紹

介
し
て
い
ま
す
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
、
市
役
所
１
階
行
政
資
料
室
、
保
健

福
祉
館
、
市
立
図
書
館
で
も
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

市
で
は
、
住
宅
金
融
公
庫
か
ら
資
金

を
借
り
入
れ
て
、
市
内
に
住
宅
を
建
設

ま
た
は
購
入
し
た
場
合
、
次
の
条
件
で

利
子
の
補
給
を
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
＝
市
町
村
税
を
完
納
し
て
お
り

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
人

"

給
与
所
得
だ
け
の
人
は
、
金
銭
消
費

貸
借
抵
当
権
設
定
契
約
（
以
下
、
金

消
契
約
と
い
う
）
前
年
の
合
計
収
入

額
が
８
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

"

給
与
以
外
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
金

消
契
約
前
年
の
合
計
所
得
額
が
６
０

０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

●
申
込
期
間
＝
金
融
公
庫
と
の
金
消
契

約
後
６
カ
月
以
内
（
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
１
年
以
内
）

●
利
子
補
給
率
＝
当
初
の
金
利
マ
イ
ナ

ス
２
％
（
た
だ
し
１
％
を
限
度
）

●
利
子
補
給
額
＝
年
末
融
資
残
高
（
１
、

０
０
０
万
円
を
限
度
）×
利
子
補
給

率
×
２
分
の
１
（
５
年
間
補
給
）

な
お
公
庫
で
も
、
年
金
融
資
・
財
形

融
資
・
リ
フ
ォ
ー
ム
融
資
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

市
長
へ
の
「
手
紙
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子

メ
ー
ル
」
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が
日

ご
ろ
感
じ
て
い
る
市
政
に
対
す
る
提

言
・
要
望
・
意
見
な
ど
「
生
の
声
」
を

幅
広
く
聴
き
、
今
後
の
市
政
に
反
映
さ

せ
て
い
く
た
め
の
制
度
で
す
。
寄
せ
ら

れ
た
提
言
な
ど
は
担
当
課
で
協
議
し
た

う
え
で
市
長
に
報
告
さ
れ
、
そ
の
後
に

市
長
か
ら
書
面
で
回
答
し
ま
す
。
な
お
、

回
答
に
要
す
る
期
間
は
、
事
案
に
よ
っ

て
は
２
カ
月
程
度
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

ま
た
、
担
当
課
に
お
い
て
も
所
管
の

事
務
事
業
へ
の
提
言
な
ど
を
お
受
け
し

て
い
ま
す
。
担
当
課
が
不
明
な
場
合
は

市
民
相
談
所
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。市

役
所
や
公
民
館
な
ど
市
の
公
共
施

設
や
金
融
機
関
、
農
協
な
ど
に
所
定
の

ハ
ガ
キ（
受
取
人
払
い
）を
設
置
し
て
い

ま
す
（
任
意
な
も
の
で
も
か
ま
い
ま
せ

ん
が
、
こ
の
場
合
は
「
市
長
へ
の
手
紙
」

と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
）。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
成
田
局
管
内
（
０
４
７
６
局
）

か
ら
で
あ
れ
ば
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
の

た
め
料
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
は
次
の
と
お
り
で
す
。

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.city.narita.chiba.jp

）

の
「
市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル
」
に
接
続

す
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

み
な
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
主
な
内

容
と
市
の
回
答
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

あ
な
た
の「
声
」を
お
聴
か
せ
く
だ
さ
い

市
長
へ
の
「
手
紙
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子
メ
ー
ル
」

あなたの意見を市政に

市
長
へ
の
手
紙

※
く
わ
し
く
は
営
繕
課
（
1
20-

１
５
５

２
）へ
。

５
年
間
、

市
で
利
子
補
給

住
宅
を
建
設
・
購
入
し
た
人
へ

市
長
へ
の
Ｆ
Ａ
Ｘ

０
１
２
０
│

８
６
０
│

２
７
９

市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル

ハ

ロ

ー
で
つ

な

ぐ

※
く
わ
し
く
は
市
民
相
談
所
（
1
20-

１

５
０
７
）へ
。


